
 

   A 運営規定 01-1a   みどりの丘    版数 1 発行日 2024.9.1 作成    

1 
 

 

介護老人保健施設 みどりの丘 介護保健施設サービス運営規定 

 

（運営規定設置の主旨） 

第１条 医療法人社団 倫生会が開設する介護老人保健施設 みどりの丘（以下「当施設」と

いう）において実施する介護保健施設サービスの適正な運営を確保する為に、人員及び管

理運営に関する事項を定める。 

 

（施設の目的） 

第２条 当施設は要介護状態と認定された利用者（以下、「利用者」という。）に対し、介護保険

法令の趣旨に従って、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、その有する能力に応じ可能

な限り自立した日常生活を営むことができるよう作成した施設サービス計画に基づき、その

居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連

続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、

自立的な日常生活を営むことを支援することを目指すものとする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当施設では、「倫（とも）に生きる」を理念とし、利用者の有する能力に応じて自立し

た日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における

リハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話

を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

＜みどりの丘 基本方針＞ 

（１） 利用者の意思を尊重し、利用者に応じた目標と支援計画を立て、チームケアを提供し

ます。 

（２） 自立した在宅生活が継続できるよう、他サービス機関とも連携して総合的に支援しま 

す。 

（３） 高齢者の孤立を防ぐため、様々な相談や情報提供を行います。 

（４） 地域に根ざした開かれた施設として幅広い文化的交流を大切にします。 

 

（施設の名称及び所在地） 

第４条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１） 施設名  介護老人保健施設 みどりの丘 

（２） 開設年月日  平成２４年１０月 １日 

（３） 所在地  兵庫県神戸市垂水区小束台 868-1130 

（４） 電話番号 078-798-3600  FAX 番号 078-798-3603 

（５） 管理者名  中安 慎二 

（６） 介護保険事業者番号  介護老人保健施設(２８５０８８００９３) 
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（従業員の職種、員数） 

第５条 当施設の従事者の職種、員数は次のとおりであり、必要職については法令の定めると

ころによる。 

（１） 管理者                  １人 

（２） 医師                   １人（管理者兼務） 

（３） 薬剤師                  １人（非常勤） 

（４） 看護職員                 １１人（非常勤４人含む） 

（５） 介護職員                ５０人（非常勤１４人含む） 

（６） 支援相談員                １人 

（７） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

・理学療法士                ６人（非常勤３人含む） 

・作業療法士                ４人（非常勤２人含む） 

・言語聴覚士                １人 

（８） 管理栄養士                １人 

（９） 介護支援専門員              ２人 

（１０） 事務員                   ３人 

 

（従業者の職務内容） 

第６条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１） 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。 

（２） 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３） 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、    

利用者に対し服薬指導を行う。 

（４） 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利

用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。 

（５） 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介

護を行う。 

（６） 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエー

ション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図るほか、ボランティアの指導を行

う。 

（７） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師と共同してリハビリテーショ

ン実施計画を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

（８） 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態

の管理を行う。 

（９） 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定

及び要介護認定更新の手続きを行う。 

（１０） 事務員は、介護保険における請求及び利用者への請求業務等を適正に行う。 

 

 （利用定員） 

第７条 当施設の入所定員は、１００名とする。全室ユニット形式で１０ユニットとし、ユニッ

トごとの利用定員は１０名の計１００名とする。 
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（介護保健施設サービス内容） 

第８条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職

種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の

状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の

世話、または栄養管理、栄養ケア・マネジメント等による栄養状態を管理とする。 

  2 以下の加算項目を実施する。 

・初期加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

・夜勤職員配置加算  

・短期集中個別リハビリテーション実施加算  

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 

・外泊時加算 

・入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・入退所前連携加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・試行的退所時指導加算 

・退所時情報提供加算 

・訪問看護指示加算 

・栄養マネジメント強化加算 

・経口移行加算 

・経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・療養食加算 

・緊急時施治療管理費 

・褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・排泄支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

・所定疾患施設療養費（Ⅰ）（Ⅱ） 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・認知症チームケア推進加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・若年性認知症利用者受入加算 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算 

・認知症情報提供加算 

・自立支援推進加算 

・地域連携診療計画情報提供加算 

・協力医療機関連携加算 

・生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・ターミナルケア加算 
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（利用者負担の額） 

第９条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別に定めた料金表により徴収する。 

（２） 利用料として、食費、居住費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、

日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、その他の費用等の利用

料を、別に定めた料金表により徴収する。 

（３） 「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から 第３

段階まで）の利用者の自己負担額については、別紙の入所に係る利用料に記載する。 

 

（身体の拘束等） 

第１０条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、当該入所者または他

の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、当施設の医

師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録

に記載する。 

 

 （褥瘡対策等） 

第１１条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして褥瘡が発

生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別紙）を定め、その発生を防

止するための体制を整備する。 

      

（施設の利用に当たっての留意事項） 

第１２条 当施設の利用に当たっての留意事項は以下とする。 

     ・食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を利用することとする。食費は

第９条に利用料として規定されるものであるが、同時に施設は第８条の規定に基づ

き利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているた

め、当施設が食事内容を管理・決定できる権限を持つものとする。 

     ・面会は、１０：00～１８：00 までとする。面会者は必ず受付にて面会簿に所定事

項を記入する。 

     ・外出・外泊する場合は、予定日の３日前までに身元引受人による申し出により許可

することとする。尚、一回の外泊は最高「５泊６日」までとする。 

     ・施設内の飲酒は、原則禁止とする。 

     ・施設内での喫煙は、禁止する。 

     ・火気の取り扱いは、禁止する。 

     ・居室・設備・器具の利用については、本来の用法に従って利用するものとする。こ

れに反した利用により破損等が生じた場合、弁償を請求することがある。 

     ・所持金・備品等の持ち込みは個別の対応とするが、自己の責任で管理することを原

則とする。当施設は紛失・盗難・破損等の被害の責を負わない。 

     ・外泊時等の施設外での受診は、原則不可とする。必要な場合は、必ず事前に申し出

ることとする。 

     ・ペットの持ち込みは禁止する。 

     ・利用者の施設内での「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。 

     ・他利用者への迷惑行為は禁止する。 
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 （非常災害対策） 

 第１３条 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計

画に基づき、また、消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

（１） 防火管理者には事務長を充てる。 

（２） 火元責任者には、各部署の責任者を充てる。 

（３） 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が   

立ち会う。 

（４） 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 

（５） 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務の遂行に当たる。 

（６） 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

  ①防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）････年２回以上 

   （うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

  ②非常災害訓練の使用方法の徹底････………………随時 

  その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

 第１４条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために事故発

生防止のための指針（別紙）を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。ま

た、サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を行う。 

2  施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、

協力歯科医療機関又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。 

 

 （職員の服務規律） 

 第１５条 職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念す

る。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 

   ＜みどりの丘職員の目標＞ 

（１） 看護・介護技術と人間性を共に学び続けます。 

（２） 利用者の人権と人格を尊重し『その人らしい』生活が出来るように支援します。 

（３） チームとして他の職員とのコミュニケーションを大切にします。 

（４） 介護現場に誇りを持って利用者に向き合います。 

（５） 職員一人ひとりが施設の顔として行動します。 

    

（職員の質の確保） 

 第１６条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

 

 （職員の勤務条件） 

 第１７条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設

みどりの丘の就業規則による。 
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（職員の健康管理） 

 第１８条 職員は、当施設が行う年１回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事

する者は、年２回の健康診断を受診しなければならない。 

 

 （衛生管理） 

 第１９条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 

 ２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止ため

の指針（別紙）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

 ３ 栄養士、調理員等厨房勤務者は、毎月１回、検便を行われなければならない。 

 ４ 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。 

 

 （守秘義務及び個人情報の保護） 

 第 20 条  施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう指導教育を適時行

うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、就業規則に基づき制裁処分を行うものとする。 

           

（その他運営に関する重要事項） 

第 21 条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員

を超えて入所させない。 

２ 運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プ

ライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。 

 3 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規定に定めのない、運営に関

する重要事項については、医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設 みどりの丘の運営委

員会において定めるものとする。 

 4 介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５年間保管する。 

 

     付則 

      この運営規定は、令和６年９月１日より施行する。 
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＜別紙＞ 

入所に係る利用料の内容 

≪介護保険分≫（1 割の場合） 

【ユニット型介護保険施設サービス費ⅱ】ユニット型個室（在宅強化型） 

□ 要介護１（８７６単位）   ９２３円/日 

□ 要介護２（９５２単位）  １,００３円/日 

□ 要介護３（１,０１８単位） １,０７３円/日 

□ 要介護４（１,０７７単位） １,１３５円/日 

□ 要介護５（１,１３０単位）  １,１９１円/日 

 

【職員の配置状況に対する費用】 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （２２単位） ２３円/日 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） （１８単位） １９円/日 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） （ 6 単位）  7 円/日 

□ 夜勤職員配置加算（２４単位）         ２６円/日 

 

【リハビリテーションに関する費用】 

□ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（２５８単位）  ２７２円/日 

□ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（２４０単位） ２５３円/日 

□ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（５３単位） ５６円/月 

 

【認知症ケアに関する費用】 

□ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）（３単位）         ４円/日 

□ 認知症専門ケア加算（Ⅱ）（４単位）         ５円/日 

□ 若年性認知症受入加算（１２０単位）       １２７円/日 

□ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（２００単位） ２１１円/日 

□ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）（１５０単位）   １５８円/月 

□ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）（１２０単位）   １２７円/月 

 

【栄養管理に関する費用】 

□ 栄養マネジメント強化加算（１１単位） １２円/日 

 

【新規入所した時の加算】 

□ 初期加算（６０単位） ６３円/日 ・ （３０単位） ３２円/日 

           ※入所日から起算して３０日以内の期間 

□ 安全対策体制加算（２０単位）２１円/回 

 

【外泊した場合の費用】 

□ 外泊時加算（３６２単位） ３８２円/日 

□ 在宅サービスを利用したときの費用（８００単位）  ８４４円/日 
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【食事に関する加算費用】 

□ 療養食加算（６単位）     ７円/日 

□ 経口移行加算（２８単位）  ３０円/日 

□ 経口維持加算（Ⅰ）（４００単位） ４２２円/月 

□ 経口維持加算（Ⅱ）（１００単位） １０６円/月 

 

【口腔ケアに関する加算費用】 

□ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）（ ９０単位）  ９５円/月 

□ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１１０単位） １１６円/月 

 

【情報提供に関する加算費用】 

□ 認知症情報提供加算（３５０単位）      ３６９円/１回 

□ 再入所時栄養連携加算（４００単位）     ３６９円/1 回 

□ 地域連携診療計画情報提供加算（３００単位） ３１７円/１回 

※１人に月１回を限度 

□ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（４０単位）   ４２円/月 

□ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（６０単位）   ６３円/月 

□ 協力医療機関連携加算（100 単位）      105 円/月 

□ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（10 単位）１１円/月 

□ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）（５単位）  ５円/月 

 

【自宅へ訪問し介護方法等相談した場合の費用】 

□ 入所前後訪問加算（Ⅰ）（４５０単位） ４７５円/１回 

□ 入所前後訪問加算（Ⅱ）（４８０単位） ５０６円/１回 

 

【退所時に情報提供した場合の加算費用】 

□ 試行的退所時指導加算（４００単位） ４２２円/１回 

□ 退所時情報提供加算（５００単位）  ５２７円/１回 

□ 入退所前連携加算（Ⅰ）（６００単位） ６３２円/1 回 

□ 入退所前連携加算（Ⅱ）（４００単位） ４２２円/1 回 

□ 訪問看護指示加算（３００単位）   ３１７円/１回 

□ 退院時栄養情報連携加算（７０単位）  ７４円/1 回 

 

【医療対応した場合の費用】 

□ 自立支援促進加算（３００単位）     ３１６円/１回 

□ 所定疾患施設療養費（Ⅰ）（２３９単位） ２５２円/日 

所定疾患施設療養日（Ⅱ）（４８０単位） ５０４円/日 

                 ※１月に１回・連続する７日・１０日を限度 

□ 緊急時施設療養費（５１８単位）  ５４６円/日 

                 ※１月に１回・連続する３日を限度 

□ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（ ３単位/３月）  ４円 

□ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（１３単位/３月） １４円 
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□ 排泄支援加算（Ⅰ）（１０単位/月）  １０円 

□ 排泄支援加算（Ⅱ）（１５単位/月）  １６円 

□ 排泄支援加算（Ⅱ）（２０単位/月）  ２１円 

□ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（１００単位）   １０５円/回 

□ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）（２４０単位）   ２５３円/回 

□ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（１００単位）   １０５円/回 

 

【ターミナルケア加算】 

□ ターミナルケア加算（８０単位）      ８４円/日 ※死亡日４５日前～３１日前 

・死亡日３０前～４日前（１６０単位）  １６８円/日 

・死亡日前々日、前日 （８５０単位）  ８６４円/日 

・死亡日       （１６５０単位）１,７３９円/日 

【その他】 

□ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（１００単位）  １０５円/月 

□ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（１０単位）    １１円/月 

 

【在宅復帰・在宅療養支援機能に関する加算費用】 

□ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ（３４単位） ３６円 

□ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ（４６単位） ４６円 

 

【介護職員処遇改善加算】 

□ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に３.９％を乗じた単位数の 100 分の 100 

□ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）所定単位数に２.１％を乗じた単位数の 100 分の 100 

※上記は１日あたりの金額となり、実際の精算時には端数処理により若干の金額の変更あり。 

 

 

≪介護保険外分≫ 

 

【居住費】 

□ 第一段階   ８８０円/日 

□ 第二段階   ８８０円/日 

□ 第三段階  １,３７０円/日 

□ 第四段階  ２,１６０円/日 

 

【食費】 

□ 第一段階   ３００円/日 

□ 第二段階   ３９０円/日 

□ 第三段階①  ６５０円/日 

□ 第三段階② １,３６０円/日 

□ 第四段階  ２,０００円/日 
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【特別なサービスの費用】 

□ 特別室料 ①２８室（２・３階海側） １,０００円/日（別途消費税） 

     ②２０室（４階海側）   ２,０００円/日（別途消費税）  

 

【日常生活費】 

□ 教養娯楽費    １００円/日 

□ 日用品費     ９０円/日・１１０円/日 

□ 特別食費     ４０円/日 

□ 衣類リース A セット    ５５０円/日 

□ 衣類リース B セット    ２７０円/日 

□ 電化製品持ち込み料 ３０円/日 

※生活に必要な電化製品（テレビ、冷蔵庫等）を居室に持ち込む場合 

 

□ 理美容料金  

・カット １,600 円/１回 

・顔剃り １,000 円/１回 

 

【ターミナルケアに関わる費用】 

□ エンゼルケア     10,000 円/１回（別途消費税） 

□ 寝間着（浴衣）    １着 2,000 円（別途消費税） 

 

【診断書・書類発行に関わる費用】 

□ 各種証明書等       １通 1,000 円～（別途消費税） 

□ 各種診断書等       １通 3,000 円～（別途消費税） 

□ 死亡診断書        １通 5,000 円（別途消費税） 


